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１．募集の趣旨
【趣　旨】
　白川村では、白山国立公園大白川園地内施設の設置及び管理に関するする条例（平成２５年白川村条例第１７号。以下、「大白川園地内施設条例」という。）に基づき設置された白川村大白川避難小屋及び白川村大白川公衆トイレ（以下「指定管理対象施設」という。）を効果的かつ効率的に行うため、地方自治法第２４４条の２第３項の規定の基づき、指定管理者制度を適用することとし、本募集要項のとおり指定管理者を募集する。

【指定管理制度】
公の施設における指定管理者制度を創設する地方自治法の改正が平成１５年９月に施行され、地方公
共団体が設置する公の施設の管理に指定管理者制度が導入された。
従来は、地方公共団体の管理権限の下で、管理の業務を受託できたのは、公共団体（土地改良区等）
公共的団体（農協、自治会等）、地方公共団体の出資法人のうち一定の要件を満たすものに限られてい
た。
しかし、指定管理者制度の導入により、白川村議会の議決を経て指定された民間事業者を含む幅広い団体（指定管理者）に管理の業務を代行させることができるようになった。
指定管理者制度とは、多様化する住民ニーズに、より効果的・効率的に対応するため、公の施設の管
理に民間の能力やノウハウを幅広く活用しつつ、より一層の住民サービスの向上と経費の削減等を図る
ことを目的とする。

【公の施設管理】
指定管理者が行う施設の管理とは、施設の設置目的に沿って行われる施設の管理や行事の計画・実行
などの包括的な管理運営を行うことであり、清掃・警備・保守などの一部業務の委託とは異なり、清掃・警備・保守などの施設管理の一部業務については、指定管理者が直接行うか、あるいは指定管理者から他の業者に委託することができる。
施設の管理運営にあたっては、利用者のニーズに対する弾力的な対応、創意工夫によるサービスの向
上、効率的な管理による経費削減を図ることにより、施設の利用促進を目指す。
このことから、指定管理者は、公正かつ適正でより効果的・効率的な管理運営の下、設置理念に基づき、総合的な管理運営や利用者の意見や要望を管理に反映させること等が必要になる。

２　施設の概要
　（１）白川村大白川避難小屋
	ア　所在地
	白川村大字平瀬字大白川　国有林４３５１イ林小班

	イ　構造
	木造２階建て

	ウ　敷地面積
	１,３５１㎡

	エ　建物延床面積
	１９３.６５㎡（１階　１３９.１２㎡・２階　５４.５３㎡）

	オ　建築年
	平成１５年

	カ　施設の内容
	【１階】　食堂、売店、厨房、休憩室、浴場、脱衣場、洗面所、食品庫、
倉庫、トイレ（水洗式）男　洋１・小２　女　洋２
【２階】　大広間、宿直室
・浄化槽　小型合併　分離接触ばっ気方式（18人槽）
・取水管50㎜／㎜
・厨房設備一式、滅菌機、洗濯機他
・屋内外テーブル、いす

	キ　施設の現況
	白山国立公園大白川園地の豊かな自然環境のもとで、野外における活動を通じて、健全な心身を養うとともに、住民及び白川村を訪れる人々に広く大白川園地を利用した保養の場を提供し、また天災及び災害の発生時においては、避難施設として提供するなど観光の推進と地域の振興に資することを目的とする。


　
（２）大白川公衆トイレ
	ア　所在地
	白川村大字平瀬字大白川　国有林４３５１イ林小班

	イ　構造
	木造平屋建て

	ウ　敷地面積
	６２㎡

	エ　建物延床面積
	２０.７㎡

	オ　建築年
	平成４年

	カ　施設の内容
	男　小３　大１　女２
・浄化槽　小型合併　分離接触ばっ気方式（50人槽）

	キ　施設の現況
	白山国立公園大白川園地は、豊かな自然と美しさを誇る白山とその一帯は大自然を憩う場所として多くの方が訪れているため、サービスの向上を目的とする。



３　指定管理者が行う業務
（１）法令等の遵守
①　指定管理者は、指定管理対象施設の管理運営業務の処理にあたって、次に掲げる法令等を遵守しなければならない。
・地方自治法、行政手続法ほか行政関連法令
・労働基準法、労働安全衛生法ほか労働関係法令、
・旅館業法、食品衛生法他関係法令
・白川村情報公開条例（平成１４年白川村条例第８号）及び白川村情報公開条例施行規則（平成１４年白川村規則第５号）
・白川村個人情報保護条例（平成１４年白川村条例第９号。）及び白川村個人情報保護条例施行規則（平成１４年白川村規則第５号。）
・白川村公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１８年白川村条例第１号。以下「手続条例」という。）及び白川村公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則（平成１８年白川村規則第１号。以下「手続規則」という。）
・大白川園地内施設条例
・その他関連する規定
②　特に注意すべき事項
ア　地方自治法
【第２４４条第２項】
正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない。
【第２４４条第３項】
住民が公の施設を利用することについて、不当な差別的取扱いをしてはならない。
イ　白川村個人情報保護条例（抜粋）
（指定管理者の責務）
第５条の２　地方自治法第２４４条の２第３項の規定により、公の施設の管理を行うこととされた指定管理者（以下｢指定管理者｣という。）が個人保護の情報について実施機関と同様の責務を負うものとする。
２　実施機関は、指定管理者に公の施設の管理を行わせるときは、当該指定管理者に対し、個人情報の漏えいを防止する等個人情報の適正な管理について必要な措置を講じなければならない。
３　指定管理者若しくは指定管理者であった者又はその管理する公の施設の管理の業務に従事している者若しくは従事していた者は、当該管理業務に関して知り得た個人情報を漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。

（２）業務の範囲
　　　指定管理者は、次に掲げる指定管理対象施設の管理運営業務を行うものとする。
①　指定管理対象施設の運営に関すること。　
ア　簡易宿泊業務及び飲食の提供
　(ｱ)　施設利用申込の受付、案内
(ｲ)　施設利用料金の徴収、減免、免除
(ｳ)　避難小屋営業に係る経費の支払い
イ　売店販売
　　ウ　トイレ利用管理
エ　施設等の警備等
　オ　次に掲げる行為の許可
　　(ｱ)　物品の販売その他これに類する催しをすること
　　(ｲ)　目的以外に使用すること
　　(ｳ)　施設を独占して使用すること
　　カ　有事の際の利用者等避難支援及び誘導
キ　広報、宣伝、情報提供、案内
ク　各種イベント・キャンペーン（企画・ＰＲ）
ケ　各諸団体（白山白川自然休養林保護管理協議会、白山国立公園岐阜県協会、地元関係団体、近隣住民等）に関すること
コ　施設等に関する村への報告
　　サ　その他村長が必要と認める業務
　②　指定管理対象施設の施設、設備及び器具（以下「施設）という。」の維持管理に関すること。
　　ア　施設等の清掃（施設内の清掃、敷地内の清掃、ごみの収集及び分別処理、除草及び樹木の　　剪定及び伐採）
　イ　施設の雪囲い設置及び取り外し
　　ウ　施設等の保守点検（浄化槽、消防用設備等、厨房設備等）
　　エ　施設等に係る経費の支払い（光熱水費、燃料、通信費、水質検査他点検検査料、トイレ消耗品等、軽微な修繕、その他管理運営に関する経費）
　③　その他指定管理対象施設の管理運営業務のうち、次に掲げるもの
　　　ア　管理運営業務の処理に必要な体制
　　　イ　防犯対策、防災対策等の利用者の安全確保に関する措置
　　　ウ　事業報告書の作成及び提出
　　　エ　経営状況を説明する書類、資料等の作成及び提出
　　　オ　その他管理運営業務に関する庶務、経理等の事務

（３）管理の基準
　　　指定管理者は、次により指定管理対象施設の管理運営業務を適切に行うものとする。
　①　基本方針
ア　白山国立公園大白川園地内施設の設置及び管理に関する条例（以下「園地内施設条例」という。）及び手続条例並びにこれらの条例に基づく規則の規定に従い、施設の管理運営を適正に行わなければない。
イ　常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて、最も効率的な運営をしなければならない。
ウ　住民等の利用に便利であるように、使用の手続き、時間、条件、料金その他管理運営に必要な事項について適正な考慮を払わなければならない。
②　基本的事項
ア　休業期間については、園地内施設条例の大白川露天風呂に準じるものとするが、村長の承諾を得て変更することができる。
　　　イ　利用料金の額は、園地内施設条例に掲げる額に、消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額の範囲内において、指定管理者があらかじめ村長の許可を得て定めるものとする。
	大白川避難小屋
	利用料金（円）

	１名
	1泊２食
	素泊まり

	
	１２，０００
	６，０００


　　　ウ　利用料金の収入制度の導入
　　　　　施設の利用料金収入は、地方自治法第２４４条の２第８項に規定する利用料金制度を導入する。
　　　エ　利用料金の減免又は免除
園地内施設条例（利用料金の減免）に該当する場合は、利用料金を減額し、又は免除する。
　　　オ　指定管理者は、白川村情報公開条例の趣旨にのっとり、管理業務に関して保有する情報の公開を行うために必要な措置を講じなければならない。
　　　カ　指定管理者は、管理業務の範囲内で、個人情報の保護に関し村長と同様の責務を有するものとし、村長の指示に従い、個人情報の保護のため、必要な措置を講じなければならない
　　　キ　指定管理者は、自主事業を実施する場合は、あらかじめその内容を村と協議しなければならない。
　　　ク　村長は、必要に応じ、指定管理者が実施する自主事業について指示をするものとする。なお、当該自主事業も実施に係る経費の取り扱いについては、その都度協議する。
　　③　管理業務の処理体制に関する事項
　　　ア　指定管理者は、指定管理対象施設の管理運営業務に従事する職員（以下「職員」という。）を適正に配置するほか、管理運営業務の処理に必要な体制を整備しなければならない。なお、指定対象施設には、統括責任者として１名を置くものとする。
　　　イ　指定管理者は、職員の名簿を村に提出しなければならない。職員の異動を生じた場合も、同様とする。
ウ　指定管理者は、管理運営業務の処理に必要な研修を実施すること。この場合において、防犯対策、防災対策等の利用者の安全の確保については、特に十分に職員を指導し、訓練すること。
　　　エ　指定管理者は、管理運営業務の処理に関して事故（人身事故、施設等の破損事故等をいう。）が生じたときは、直ちにその旨を村に報告し、その処理方法について村と協議しなくてはならない。
　　　オ　指定管理者は、管理運営業務の処理に関して生じた職員の災害について、すべての責任を持つこととし、理由のいかんを問わず、村は、何ら責任を負わないものとする。
　　　カ　指定管理者およびその職員は、管理運営業務の処理において知りえた村の行政上の事項その他管理運営業務の処理に関する一切の事項を第三者に漏らしてはならない。指定の終了後も、同様とする。
　　④　その他の事項
　　　ア　村は、指定管理対象施設の施設及び指定管理対象施設に備え付けられた備品（村の所有に係るものに限る。）を、指定管理者に無償で使用させる。なお、指定管理者は指定管理対象施設にその所有に係る備品を備え付けようとする場合は、あらかじめ村に報告しなければならない。
　　　イ　指定管理者は、管理運営業務の処理に関して別に会計を設け、経理を明確にしなければならない。
　　　ウ　指定管理者は、手続条例第８条及び手続規則第８条の規定の基づき、毎年度、事業報告書を作成し、村長に提出すること。
　　　エ　指定管理者は、管理運営業務の処理を第三者に請け負わせ、又は委託してはならない。ただし、あらかじめ村の承認を受けた一部の業務については、この限りでない。

４　管理業務の処理に必要な経費
（１）指定管理対象施設については、管理運営業務の処理に必要な経費を、指定管理料、施設運営による利用料等の収入によって賄うものとする。
（２）なお、指定管理料の額及び支払方法は、指定管理者が提出する事業計画書及び収支予算書に基づき、村と指定管理者が協議し、双方で締結する協定で定める。

５　村と指定管理者との責任の分担
（１）施設、設備の修繕について
①　維持修繕費等の経常的経費については指定管理者の負担とし、経年劣化による機器取替等の資本的費用は白川村が負担する。なお、修繕計画に基づく大規模改修費についてはその都度指定管理者と白川村の間で協議するものとする。
②　指定管理者が負担すべき維持修繕費等については、一件あたりの予定価格が３０万円までの軽微な補修、部品の取り替えなどは、指定管理者の判断で実施するものとし、３０万円を超える修繕については白川村と協議の上実施するものとする。ただし、協議なく行われた場合は全て指定管理者の負担とする。
③　その他の資本的修繕が必要となった場合については、白川村と指定管理者の協議に基づいて実施の要否を判断し、白川村の負担において実施するものとする。
なお、白川村への協議、申し出なく行われた場合については、全て指定管理者の負担とする。
④　通常有すべき安全性を欠いている場合又は放置することにより通常有すべき安全性を欠く恐れの
ある場合、白川村は、一件３０万円以下の修繕について、指定管理者にその実施を命じることができる。

（２）備品の購入・管理について
①　指定管理者は施設の利用に支障をきたさないように、本施設備え付けの備品を管理するものとする。
②　指定期間中に指定管理者が備品を購入する必要が生じた場合は、白川村と協議するものとする。
③　協議に基づき必要と認めた備品については白川村の負担とし、その所有権は白川村に帰属するものとする。ただし、指定管理者の独自の判断で購入した備品は指定管理者の所有とし、別会計として管理するものする。

（３）管理施設・設備・備品等の破損等について
指定管理者及び利用者の責に帰すべき事由により生じた管理施設、設備若しくは備品等を破損し、滅失したときは、白川村が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
指定管理者は、損害についての状況の把握と白川村への報告、並びに損害の原因者への対応を行うものとする。

（４）保険等の加入
　　ア　火災保険
　　　　　村が加入する建物災害共済保険とし、その保険料は村が支払うものとする。
　　イ　損害賠償保険
　　　　　白川村が加入する総合賠償保障保険とし、その保険料は村が支払うものとする。
　　　　　指定管理者の責に帰すべき事由による賠償についての保険料については、指定管理者の負担とする。

６　自主事業の実施
白川村が提示した事業以外で、公の施設の趣旨を生かした指定管理者が独自で立案する新たな自主事業を実施するなど、施設の活性化に努めること。
なお、自主事業実施に要する経費は、指定管理者の負担とし、自主事業による収入は、指定管理者が収受するものとする。

７　指定の期間
指定管理者の指定の期間は、令和８年４月１日から令和１３年３月３１日までとする。なお、当該期間満了に伴う新たな指定管理者の指定は、原則として公募とする。

８　応募資格
応募資格は次の各号を全て満たすものとします。
ただし、指定管理開始前及び開始後において、資格を失効または取得できない場合は、指定を取り消すことになります。
①　個人ではなく、法人その他の団体（以下「団体」という。）であること。（法人格の有無は問いません。）
管理業務を効果的かつ効率的に行うために必要な場合は、複数の団体（以下「グループ」という。）が共同して応募することができる。この場合において、次に掲げる事項に注意すること。
ア　グループの構成団体を特定し、グループの名称及びグループ内で代表となる団体を定めること。
イ　当該施設に単独で応募した団体は、グループの構成団体として応募することはできない。
ウ　複数のグループにおいて、同時に構成団体となることはできない。
②　代表者、役員又はその使用人が刑法第９６条の３又は第１９８条に違反する容疑があったとして逮捕若しくは送検され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された日から２年を経過しない団体でないこと
③　団体又はその代表者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第３条又は第８条第１項第１号に違反するとして、公正取引委員会又は関係機関に認定された日から２年を経過しない団体でないこと。
④　団体又はその代表者が指定暴力団の構成員でないことのほか、指定管理者としてふさわしくない団体でないこと。
⑤　団体又はその代表者が、国税及び地方税を滞納していないこと。
⑥　当該団体の責めに帰すべき事由により白川村又は他の地方公共団体から指定管理者の指定を取り消され、その取消しの日から４年を経過しない団体でないこと。　
⑦　次のいずれかに該当する者が役員（法人でない団体にあっては、当該団体の代表者）となっている団体でないこと。（地方自治法施行令第１６７条の４の規定により一般競争入札の参加を制限されていない者）
ア　施設の管理を行うために必要な契約等を締結する能力を有しない者
イ　破産者で復権を得ない者
ウ　白川村における指定管理者の指定の手続において、その公正な手続を妨げた者又は不正の利益を得るために連合した者
⑧　破産手続開始の決定を受けた法人又は清算法人でないこと。
⑨　次に掲げる団体でないこと。
ア　白川村議会議員が代表者その他の役員である団体
イ　白川村長、副村長又は教育長が代表者その他の役員である団体（白川村が資本金その他これに準ずるものを出資している団体を除く。）
ウ　地方自治法第１８０条の５に規定されている委員が代表者その他の役員である団体（白川村が資本金その他これに準ずるものを出資している団体を除く。）。ただし、その職務に関する施設に限る。
⑩　同一または類似する施設の管理及び運営についての実績を有する団体であること。
⑪　白川村内に主たる事務所（本店機能）を有する団体であること。

９　応募の方法
　　　指定管理対象施設の指定管理に応募しようとするものは、次により指定申請書その他の書類（以下「応募書類」という。）を村長に提出のこと。

（１）応募書類の受付期間
令和８年１月１３日（火）から令和８年２月１３日（金）

（２）応募書類の提出方法等
　　①　応募書類の提出方法は、持参又は郵便若しくは信書便によること。なお、郵送または信書便による提出にあっては、令和８年２月１３日（金）午後５時とする。
　　②　応募書類の提出先は、白川村観光振興課　商工観光係（所在地等は、第１６項参照）

（３）応募書類の種類
　　　　提出する応募書類の種類は、次のとおりとする。
　なお、応募書類は、やむを得ない場合を除き、原則として日本工業規格Ａ４とし、以下に指示する部数及び形式で提出のこと。

① 申請書各２部
ア　指定管理者指定申請書（手続条例：別記様式第１号）
グループ応募の場合は、グループ構成団体一覧（様式第１号の２）、グループ応募理由及びグループ内業務分担表（様式第１号の３）、共同事業体協定書兼委任状（様式第１号の４）を添付すること。
イ　申請資格に関する申立書（手続条例：別記様式第２号）
グループ応募の場合は、代表団体の代表者が記載すること。
ウ　事業計画書（手続条例：別記様式第３号）
エ　収支予算書（手続条例：別記様式第４号）
② 事業者に関する書類
（グループ応募の場合は、代表団体と構成団体それぞれを提出のこと。）
ア　申請団体の国税（その３の２、法人にあってはその３の３）・地方税（住民税、法人にあっては法人村民税・固定資産税、都市計画税（本社等の所在地のもの））の過去３カ年の納税証明書（令和３年１月以降に発行したもの）
イ　申請団体の前事業年度の損益計算書、賃借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類
ウ　現事業年度もしくは翌事業年度の収支予算書又はこれらに相当する書類
エ　定款・寄附行為・規約その他団体の目的、組織及び運営方針を示す書類
オ　法人にあっては、当該法人の登記事項証明書（法人以外の団体にあっては、会則等）
カ　その他、白川村が必要であると認める書類

（４）応募書類の提出部数
　　　　正本１部及び副本１部（副本は製本しないもの）を提出すること。副本は、正本を複写して作成して差し支えない。」

（５）募集要項の公表・配布
令和８年１月１３日（火）から令和８年２月１３日（金）白川村観光振興課
（土・日及び国民の祝日を除く午前８時３０分から午後５時１５分）

（６）留意事項
①　接触の禁止
本件提案に関して、選考委員、白川村職員などに対する接触を禁止する。万一、接触の事実が認められた場合は失格となることがある。
②  複数応募の禁止
単独で応募した法人等は、グループ応募の構成員となることはできない。また、複数のグループにおいて同時に構成員となることもできない。
③　グループ応募の構成員の変更
グループ応募の場合、代表団体及び構成団体の変更は原則として認めず、審査応募締切前に限り、変更を認めるものとする。その際は、審査応募の代表者が「⑨応募の辞退」で規定する辞退届けを提出し、新たに審査応募書類一式を提出すること。応募書類の部分変更は認めないものとする。
④　重複応募書類の禁止
応募１団体（グループ）につき応募書類は１案とする。複数の提案はできない。
⑤　応募書類の内容変更の禁止
提出された応募書類の内容を変更することはできない。
⑥　虚偽の記載をした場合の無効
応募書類に虚偽の記載があった場合は、失格とする。
⑦  応募書類等の取り扱い
応募書類等は、返却しない。
⑧　白川村が提供する資料の取り扱い
白川村が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用しないこと。
⑨　応募の辞退
審査応募書類を提出した後に辞退する場合には、辞退届を提出すること。
⑩　提出書類の著作権等
白川村が提示する設計図書等の著作権は、白川村並びに設計者に帰属し、団体が提出する書類の著作権はそれぞれ作成団体に帰属する。
なお、本事業において作業の進捗状況や選定結果等を公表する場合、その他白川村が必要と認めるときは、作成団体の承認を得たうえで、白川村は応募書類の全部又は一部を使用できるものとする。また、提出された応募書類は作成団体による特別な開示に関しての記載がない限りは、白川村に対する情報公開の対象文書となる。
⑪　費用負担
応募に関して必要となる経費は、応募者の負担とする。
⑫　応募において使用する言語等
応募に際して使用する言語は日本語、通貨単位は日本国通貨、時刻は日本標準時に限る。
⑬　その他
ア　応募書類の提出期限を厳守すること。期限を過ぎた提出は一切受付ないものとする。
イ　提案書の表紙以外に社名やロゴマークなど応募者を特定できる表記はしないこと。

10　指定管理者の候補者の選定
（１）選定方法
村長は、応募があった法人等のうちから、指定管理者の候補者（以下「候補者という。」を選定する。なお候補者の選定にあたっては、手続条例の規定に基づき、白川村公の施設に係る指定管理者選考委員会（以下「選考委員会」という。）を設置し、選定基準及び選定について調査審査を行い、当該施設の設置目的等を考慮し、総合的に判断し候補者を選定する。

（２）審査
提出された応募書類を選考委員会において応募資格及び事業計画書、収支予算書等の審査を行う。なお、応募者が一者のみであった場合にも、同様とする。

（３）候補者の決定
村長は、候補者を決定した場合は、その結果を応募した法人等すべて（共同事業体にあっては、代表企業団体）に通知するとともに、公表する。

11　指定管理者の指定等
指定管理者の指定は、候補者を指定管理対象施設の指定管理者とする旨の議案を令和３年３月に開催される予定の白川村議会定例会に上程し、その議決を受けて行うものとする。
なお、村と指定管理者との間に締結する協定の内容その他指定管理者の管理業務を行わせるために必要な事項の具体的な協議については、当該議決後において速やかに行うものとする。

12　協定に関する事項
村議会の指定議案の議決後、白川村と指定管理者との協議に基づき、基本協定・年次協定を締結するものとする。

13　その他
　　　この募集要項及び及び指定申請書等の様式（ＰＤＦ）は、本村のホームページからダウンロードすることができる。

14　リスク分担
リスク分担の基本的な考え方は、次のとおりです。なお、詳細は、協定の締結を行う際に定めます。
	種類
	内容
	リスク負担

	
	
	白川村
	指定管理者

	物価　
	物価変動により、人件費、物品等経費の増額
	
	○

	金利
	金利の変動による経費の増額
	
	○

	施設・設備・備品等の損傷
	経年劣化によるもので、極めて小規模なもの
	
	○

	
	経年劣化によるもので、上記以外のもの　
	○
	

	
	指定管理者の管理上における瑕疵及び指定管理者の責めに帰すべき事由により、施設・設備・備品等を損傷した場合
	
	○

	
	上記以外による、施設・設備・備品等を損傷した場合
	○
	

	
	第三者の行為から生じた極めて小規模なもので、相手方が特定できないもの
	
	○

	
	第三者の行為から生じた上記以外のもので、相手方が特定できないもの
	○
	

	資料等の損傷
	指定管理者としての注意義務を怠ったことによるもの
	
	○

	
	第三者の行為から生じた極めて小規模なもので、相手方が特定できないもの
	
	○

	
	第三者の行為から生じた上記以外のもので、相手方が特定できないもの
	○
	

	債務不履行
	白川村が、協定内容を不履行した場合
	○
	

	
	指定管理者が、業務及び協定内容を不履行した場合
	
	○

	性能不適合
	協定により定めた管理運営サービスの要求水準に不適合の場合
	
	○

	書類の誤り
	仕様書等において、白川村が責任を持つ書類の誤りによるもの
	○
	

	
	事業計画書等指定管理者が提案した内容の誤りによるもの
	
	○

	管理運営上の事故等に伴う損害賠償
	施設管理上の瑕疵による事故、又は指定管理者の責めに帰すべき行為により使用者に損害を与えた場合、又は臨時休業に伴う損害を与えた場合
	
	○ 村が求償権を行使

	
	騒音、振動、悪臭の発生等施設の管理上において周辺住民等第三者の生活環境を阻害し損害を与えた場合
	
	○ 村が求償権を行使

	
	白川村側の要因により施設の管理運営業務の継続に支障が生じた場合、又は業務内容の変更を余儀なくされた場合の経費及びその後の維持管理経費における当該事情による増加経費の負担が生じた場合
	○
	

	
	上記以外の場合
	両者の協議による

	不可抗力
	地震、台風等の自然災害、暴動等による業務の変更、中止、延期又は臨時休業の場合
	両者の協議による

	需要変動
	当初の需要見込みと異なる状況が発生した場合
	両者の協議による

	運営費の上昇
	指定管理者側の要因による運営費用の増大した場合
	
	○

	
	白川村側の要因による運営費用の増大した場合
	○
	

	施設の競合
	競合施設による利用者の減少した場合
	
	○

	個人情報の保護
	指定管理者の責めに帰すべき事由により情報が漏洩し又はこれに伴い犯罪が発生した場合
	
	○

	事業終了時の費用
	指定期間の満了、又は期間中途における業務の廃止に伴う撤収費用
	
	○



15　審査及び選考に関する事項
（１）選定の評価基準
指定管理者の候補者を選定するにあたっては、募集等を行う時点で選定の基準を明確にした上で審査することが重要であることから、次の評価内容を明確にします。
	区　　　　　　　分
	評価内容

	平等な利用の確保
	・住民の平等利用を確保する体制となっているか
・利用者の意見が反映できる態勢となっているか

	サービスの維持・向上
	・現状の水準を維持又は向上させることとなっているか
・利用者のニーズの把握、クレーム等の対応等、改善へ向けての実現可能な目標や対応策が示されているか
・安全・安心面からの管理運営の具体策が示されているか
※防犯、防災に関する対策及び緊急時の対応
・住民サービスにつながる自主事業の計画がなされているか

	経営体制及び能力
	・指定期間内に安定的に事業を継続できる人員体制、経営基盤を有しているか
・管理運営上の必要な能力を有しているか
・当該公の施設に類似あるいは関連する事業、業務などの豊富な知識、実績があるか
・村政への参加、地域社会への貢献がなされているか　
・地域住民の雇用、資材等の調達が図られている
　か

	管理経費の縮減
	・経費の軽減となっているか
・配置人数・内訳、勤務体制等は適正か
・配置人数の給与その他の勤務条件は適正か




16　　問い合わせ先及び」応募書類の提出先
白川村役場　観光振興課　商工観光係
［所在地］　　　　　　　〒５０１－５６９２ 岐阜県大野郡白川村鳩谷５１７番地
［電話番号］　　　　　　０５７６９－６－１３１１
［ファクシミリ］　　　　０５７６９－６－２０１６
［電子メールアドレス］　kankou-syoukoukankou@vill.shirakawa.lg.jp

別記様式第１号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日
白川村長　　　　　　　　様


主たる事務所の所在地
名　　　　　　　　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                         代 表 者 職 氏 名    　　　　　　　印
　　　　　　　　　　　            　         電　　話　　番　　号



指定管理者指定申請書

　下記の公の施設について指定管理者の指定を受けたいので、白川村公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例第３条の規定により、関係書類を添えて申請します。


記


１　公の施設の名称

白川村大白川避難小屋
白川村大白川公衆トイレ

２　公の施設の所在地

　　　　　　白川村大字平瀬字大白川　国有林４３５１イ林小班




添付書類
　①　国税又は地方税に未納（納付期限が到来していないものを除く。）がないことを証明する書類
　②　申請資格に関する申立書
　③　事業計画書
　④　収支予算書
　⑤　前事業年度の収支（損益）計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類
　⑥　現事業年度若しくは翌事業年度の収支予算書又はこれらに相当する書類
　⑦　定款、寄附行為、規約その他団体の目的、組織及び運営の方法を示す書類
　⑧　法人にあっては、当該法人の登記事項証明書（法人以外の団体にあっては、会則等）
9 その他村長が必要と認める書類

様式第１号の２
グループ構成団体一覧
	１．代表団体

	所在地
商号又は名称
代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

担当者　氏　名
　　　　所　属
　　　　所在地
　　　　電　話
　　　　ＦＡＸ
　　　　E‐mail




	１．構成団体

	所在地
商号又は名称
代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

担当者　氏　名
　　　　所　属
　　　　所在地
　　　　電　話
　　　　ＦＡＸ
　　　　E‐mail




	１．構成団体

	所在地
商号又は名称
代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

担当者　氏　名
　　　　所　属
　　　　所在地
　　　　電　話
　　　　ＦＡＸ
　　　　E‐mail


（備考）グループの構成団体の数が３者を上回る場合は、本様式に欄を加えて使用してください。


様式第１号の３
グループ応募理由及びグループ内業務分担表
１．グループ応募及び代表団体選任の理由（グループを組むことになった理由及び代表団体が選任された理由を書いてください。）
	




２．グループ内業務分担
	商号又は名称
	担当する業務の内容

	１．代表団体
	







	２．構成団体
	







	３．構成団体
	










３．グループ内出資割合
	
	商号又は名称
	出資割合

	１．代表団体
	
	　　％

	２．構成団体
	
	　　％

	３．構成団体
	
	　　％


（備考）グループの構成団体の数が３者を上回る場合は、本様式に欄を加えて使用してください。
様式第１号の４
共同事業体協定書兼委任状
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日
白川村長　　　　　　　　様
共同事業体名
代表者　所在地
　　　　団　体　名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                       代表者氏名    　　　　　　　　　　印

	件　　　　名
	白川村大白川避難小屋
白川村大白川公衆トイレ


　　上記件名の募集に参加するため、募集要項に基づき、共同事業体を結成し、白川村との間における下記事項
に関する権限を代表に委任して申し出ます。
　なお、当該件名の指定管理者に指定された場合は、代表団体及び各構成団体は、白川村の指定管理者として
の業務の遂行及び当該業務に伴い当共同事業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負います。
	共同事業体の名称
	


	共同事業体の
代表団体
（受任者）
	所在地
商号又は名称
代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

	共同事業体
事務所所在地
	

	共同事業体の
構成団体
（委任者）
	所在地
商号又は名称
代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

	
	所在地
商号又は名称
代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

	
	所在地
商号又は名称
代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

	共同事業体の
成立、解散の時期
及び委任期間
	令和　　年　　月　　日から当該指定管理者の指定終了後３か月を経過する日まで。ただし、当共同事業体が上記件名の指定管理者とならなかった場合はただちに解散します。また当共同事業体の代表団体又は構成団体の脱退又は除名については、事前に白川村の承認がなければこれを行うことができないものとします。

	委任事項
	１　指定管理者の指定の申請に関する件　　４　協定締結に関する件
２　提案書の提出に関する件　　　　　　　５　経費の請求受領に関する件
３　応募の辞退に関する件　　　　　　　　６　契約に関する件

	その他
	１　本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできません。
２　この協定書に定めのない事項については、代表団体及び構成団体全員により
　協議することとします。


（備考）代表団体を除く共同事業体の構成団体の数が三者を上回る場合は本様式に欄を加えて使用してください。


別記様式第２号（第４条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　　月　　　　日
白川村長　　　　　　　　様


主たる事務所の所在地
名　　　　　　　　称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                       代 表 者 職 氏 名    　　　　　　　印




申請資格に関する申立書


指定管理者の指定に係る申請において、下記の事項のいずれにも該当していないことを申し立てます。



記



（1） 団体の責めに帰すべき事由により村又は他の地方公共団体から指定管理者の指定を取り消され、その取り消しの日から４年を経過しない団体

（２）次のいずれかに該当する者が役員（法人でない団体にあっては、当該団体の代表者）となっている団体
ア　施設の管理を行うために必要な契約等を締結する能力を有しない者
　  イ　破産者で復権を得ない者
ウ　村における指定管理者の指定の手続において、その公正な手続を妨げた者又は不正の利益を得るために連合した者

（３）破産手続開始の決定を受けた法人又は清算法人

（４）次に掲げる団体
　ア　村議会議員が代表者その他の役員である団体
　  イ　村長、助役又は教育長が代表者その他の役員である団体（村が資本金その他これに準ずるものを出資している団体を除く。）
　  ウ　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条の５に規定される委員が代表者その他の役員である団体（村が資本金その他これに準ずるものを出資している団体を除く。）。ただし、その職務に関する施設に限る。　



別記様式第３号
事業計画書
年　　　月　　　日
１　申請者の概要
	名　　　　称
	
	
	

	代表者の氏名
	
	設立年月日
	   年 　月 　日

	所　在　地
	

	電 話 番 号
	
	FAX番号
	

	E－mail
	
	ＵＲＬ
	

	
	担当者名
	



２　現在運営している類似施設
	施設名
	所在地
	主な業務内容
	運営期間

	
	
	
	開始
	年   月

	
	
	
	終了
	年   月

	
	
	
	開始
	年   月

	
	
	
	終了
	年   月

	
	
	
	開始
	年   月

	
	
	
	終了
	年   月

	
	
	
	開始
	年   月

	
	
	
	終了
	年   月

	
	
	
	開始
	年   月

	
	
	
	終了
	年   月



３　事業計画
	【申請者の経営方針等について】
(1)　団体の経営方針 












	

	(2)　指定管理者の指定を申請した理由










	【施設の経営方針等について】
(1)　施設の現状に対する考え方及び将来展望(新規施設の場合は将来展望のみ)












(2)　管理運営を行うに当たっての経営方針について





	【施設の運営について】
(1)　サービスを向上させるための方策










(2)　利用者等の要望の把握及び実現策










(3)　年間の自主事業計画(「自主事業計画書」を会計年度ごとに作成のこと。)










(4)　その他(地域との連携、他施設との連携等)





	【施設管理について】
(1)　職員の配置（指揮命令系統が分かる組織図、勤務ローテーション表等を添付すること。）　　
　　職員総数　　　　（　　　　）人
（内訳）    常勤（　　　  ）人　　非常勤（　　　）人
              その他（　　　）人



(2)　職員の研修計画









(3)　経理









(4)　個人情報の保護及び情報公開の措置









	【安全・安心面からの管理運営の具体策について】
(1)　利用者のトラブルの未然防止と対処方法








	(2)　防犯及び防災に関する対策









(3)　緊急時の対応









(4)　その他特徴的な取り組み












４　その他（特記すべき事項があれば記入してください。）
	



（注）１　記載事項を枠内に記入できないときは、別紙に記載し添付してください。　
　　　２　申請しようとする団体においてこの様式の要件を満たす事業計画書を作成した場合は、この様式の代わりに作成した事業計画書を提出することができます。
自主事業計画書（　　年度）
	事業名
	目的・内容等
	実施時期・回数

	







	
	

	


	事業名
	目的・内容等
	実施時期・回数

	







	
	

	


	事業名
	目的・内容等
	実施時期・回数

	







	
	

	


	業名
	目的・内容等
	実施時期・回数

	
	
	









別記様式第４号
収支予算書（令和　　　年度）
（単位：千円）
	
	予算額
	内訳等

	収入合計(A)
	
	

	
項

目

	
	
	

	支出合計(B)
	
	

	項









目
	
人　件　費

	
	

	
	
事　務　費

	
	

	
	
管　理　費

	
	

	
	
事　業　費

	
	

	
	


	
	

	収支(A)－(B) 
	
	


(注)１　収支予算書は、会計年度ごとに作成してください。
　 ２  申請しようとする団体においてこの様式の要件を満たす収支予算書を作成した場合は、この様式の代わりに作成した収支予算書を提出することができます。











自主事業予算書（　　　年度）
（単位：千円）
	事業名
	①募集対象
②募集人員
③一人当たり参加費
	自主事業予算額

	
	
	総経費
(A)－(B)
	収入(A)
	支出(B)

	
	
	
	委託料
	参加費
	講師謝金
	材料費
	その他

	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	


(注)　会計年度ごとに作成してください。
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